
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
四
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

一

七

五

号

タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書
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タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

先
の
再
質
問
主
意
書
は
、
「
こ
の
よ
う
な
上
司
と
部
下
の
医
師
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
同
項
〔
職
業
安
定
法
第
四
条
第
六

項
〕
の
「
労
働
者
供
給
」
の
要
件
で
あ
る
支
配
従
属
関
係
が
存
在
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
り
得
る
」
と
考
え
る
理
由
を
問
う
も

の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
再
質
問
に
対
す
る
答
弁
が
理
由
に
つ
き
何
ら
説
明
し
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
。

右
質
問
す
る
。


